
公布された条例のあらまし 

 

 埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

 （埼玉県条例第２８号）（防犯・交通安全課） 

 

１ 趣旨 

  自転車事故に係る被害者の救済に資するため、自転車利用者等に対し、自転車損

害保険等（自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を

塡補するための保険又は共済をいう。）への加入を義務付ける等するための改正 

 

２ 内容 

 (1) 自転車損害保険等への加入の義務付け 

ア 自転車利用者（利用者が未成年者の場合は、保護者） 

  自転車を利用する者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け 

イ 事業者 

  事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義

務付け 

ウ 自転車の貸付業者 

  自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け 

 (2) 自転車損害保険等に関する情報提供 

ア 自転車の小売業者 

 (ｱ) 自転車販売時において、購入者に対する自転車損害保険等への加入の有 

無の確認に努めること。 

 (ｲ) (ｱ)の確認ができない場合は、自転車損害保険等に関する情報提供に努め 

ること。 

イ 学校 

 (ｱ) 自転車通学者に対し、自転車損害保険等への加入の有無の確認に努める 

こと。 

 (ｲ) (ｱ)の確認ができない場合は、自転車通学者及びその保護者に対し、自転 

車損害保険等に関する情報提供に努めること。 

ウ 県 

  関係団体と連携し、自転車損害保険等に関する情報提供等をすること。 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 


